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・・・ 6指定整備事業者等の行政処分に係る聴聞の実施について

（株式会社ビーエムホールディングス）

公　　　示

指定整備事業者等の行政処分に係る聴聞の実施について

（株式会社ビッグモーター）
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９３条、同法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４第４

項の規定による処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ビッグモーター

代表取締役 和泉 伸二

東京都多摩市貝取五丁目３番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

株式会社ビッグモーター 坂戸店

埼玉県坂戸市大字片柳字松木ヶ谷戸２２５２番地

認証番号 第４－６６４３号

指定番号 関東指第４－１９４５号

４．期 日

令和６年２月９日（金）９時００分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９０条、同法第９１条第１項、同法第９１条第２項、同法第

９１条第３項、同法第９１条の３、同法第９４条の３第１項、同法第９４条の

５第１項、同法第９４条の５第４項、同法第９４条の５第５項及び第９４条の

６第１項の規定違反

令和６年２月２日

関東運輸局長

勝山 潔
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９４条の８第１項の規定による処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ビッグモーター

代表取締役 和泉 伸二

東京都多摩市貝取五丁目３番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

株式会社ビッグモーター 甲斐店

山梨県甲斐市宇津谷字六反川７２３

認証番号 第８－１４０６号

指定番号 関東指第８－４４４号

４．期 日

令和６年２月９日（金）１０時００分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９４条の３第１項、同法第９４条の５第１項及び第９４条の

６第１項の規定違反

令和６年２月２日

関東運輸局長

勝山 潔
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９４条の８第１項の規定による処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ビッグモーター

代表取締役 和泉 伸二

東京都多摩市貝取五丁目３番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

株式会社ビッグモーター 水戸店

茨城県水戸市吉沢町３５４番３２

認証番号 第５－３７４８号

指定番号 関東指第５－１３２６号

４．期 日

令和６年２月９日（金）１１時００分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９４条の３第１項、同法第９４条の５第１項及び第９４条の

６第１項の規定違反

令和６年２月２日

関東運輸局長

勝山 潔
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９４条の８第１項の規定による処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ビッグモーター

代表取締役 和泉 伸二

東京都多摩市貝取五丁目３番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

ビッグモーター 日立店

茨城県日立市田尻町５丁目６番１号

認証番号 第５－４６０５号

指定番号 関東指第５－１４６６号

４．期 日

令和６年２月９日（金）１３時００分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９４条の３第１項、同法第９４条の５第１項、同法第９４条

の５第５項及び第９４条の６第１項の規定違反

令和６年２月２日

関東運輸局長

勝山 潔
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４第４項の規定による

処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ビーエムホールディングス

代表取締役 若山 哲也

東京都多摩市貝取五丁目３番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

ビッグモーター 阿見店

茨城県稲敷郡阿見町よしわら二丁目１２番１

認証番号 第５－４３５３号

指定番号 関東指第５－１３８６号

４．期 日

令和６年２月９日（金）１４時００分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９４条の３第１項、同法第９４条の５第１項、同法第９４条

の５第４項、同法第９４条の５第５項及び第９４条の６第１項の規定違反

令和６年２月２日

関東運輸局長

勝山 潔
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４第４項の規定による

処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ビーエムホールディングス

代表取締役 若山 哲也

東京都多摩市貝取五丁目３番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

ビッグモーター つくばみらい店

茨城県つくばみらい市小絹１１０番１

認証番号 第５－４３７３号

指定番号 関東指第５－１４０６号

４．期 日

令和６年２月９日（金）１５時００分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９４条の３第１項、同法第９４条の５第１項、同法第９４条

の５第４項、同法第９４条の５第５項及び第９４条の６第１項の規定違反

令和６年２月２日

関東運輸局長

勝山 潔
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９３条及び同法第９４条の８第１項の規定による処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社ビーエムホールディングス

代表取締役 若山 哲也

東京都多摩市貝取五丁目３番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

ビッグモーター 宇都宮店

栃木県宇都宮市御幸ヶ原町字祝神２２４番２

認証番号 第６－２９１２号

指定番号 関東指第６－９３６号

４．期 日

令和６年２月９日（金）１６時００分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９１条第２項、同法第９４条の３第１項、同法第９４条の５

第１項、同法第９４条の６第１項及び同法第９４条の８第１項第５号の規定違

反

令和６年２月２日

関東運輸局長

勝山 潔
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